
議案第50号

No.3

都市整備部

平成22年19月 22日

葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び

間栗公園条例の一部を改正する条例

1 改正の理由

区立小菅東スポニツ公園の来園者の利便性を高め、よリー層の利用促進を図る

ため、公園拡張地に駐車場を整備することに伴い、葛飾区立小菅東スポーツ公園、

小菅西公園及び間栗公園条例の下部を改正する。

2 改正の概要

(1)駐車場を有料施設とし、使用料を以下のとおり定める。

駐車時間30分まで           無料

30分を超える駐車時間30分ごとに   100円
(2)駐車場の使用時間を規則で定める。

(3)駐車場の利用者を原則、公園の利用者と定める。

(4)駐車できる自動車の大きさ、駐車場における禁止行為、使用料の納付時期

等を定める。

(5)駐車場使用料の減額・免除について、規則で定める。

3 駐車場の概要

(1)名  称     小菅東スポーツ公園駐車場

(2)所  在     葛飾区小菅三丁目6番

(3)駐車予定台数   28台
(4)管理形態     駐車場ゲー ト (自 動開閉式)、 料金精算機等を設置し、

無人管理とする。

(5)開設予定時期   12月 頃

4 案内図

裏面のとおり

5 新旧対照表

別紙のとおり

6 条例施行日                    '
葛飾区規則で定める日



[案内図]



葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例 (改正部分抜粋)新 旧対照表
現  行 改正案

(略 )

(行 為 の禁止 )

第 3条  公 園内にお い て は、次 の各 号 に掲 げ

る行 為 を してはな らない。

(1)公 園 を損傷 し、又 は汚損す るこ と。

(2)竹 木 を伐採 し、又 は植 物 を採 取 す る こ

と。

(3)土 石 、竹木等 の物件 を堆積 す る こ と。

(4)土 石 の採 取 そ の他 土地 の形 質 を変 更

す る こ と。

(5)動 物 を捕獲 し、又 は殺 傷す るこ と。

(6)た き火 をす る こ と。

(7)は り紙 、は り札 その他 の広告 物 を表 示

す る こ と。

(8)立 入禁止 区域 内 に立 ち入 る こ と。

(9)車 両 を乗 り入 れ るこ と。

(10)公 園 に併 設 され てい る下水 の終 末 処

理場又 はポ ンプ所 施設 等 の機 能 を阻害

す る行為 をす る こ と。 i
(11)前各 号 に定 め る ものの ほか、公 園の風

致 を害 し、用途 外 に公 園 を使 用 し、又 は

公 園の管理 上支 障 が あ る と認 め られ る

行 為 をす る こ と。

(略 )

(略 )       |

(行 為 の禁止 )

第 3条  公 園 内 にお いて は、次 の各 号 に掲 げ
る行 為 を して はな らない。
(1)公 園 を損 傷 し、又 は汚損す る こ と。
(2)竹 木 を伐採 し、又 は植 物 を採 取す る

こ と。
土石 、竹 木 等 の物件 を堆積 す る こ と。
土石 の採 取そ の他 土地 の形 質 を変 更

す る こ と。
動 物 を捕 獲 し、又 は殺 傷す る こ と。 、
た き火 をす るこ と。
は り紙 、は り札 その他 の広告物 を表示

す る こ と。
(8)立 入 禁止 区域 内に立 ち入 る こ とざ
(9)指 定 した場所 以外 の場所 へ車 両 を乗

り入れ 、又 は留 め置 くこ と。
(10)公 園 に併設 されてい る下水 の終末 処理

場 又 は ポ ンプ所 施 設 等 の機 能 を 阻 害 す
る行 為 をす るこ と。

(H)前 各 号 に定 めるもののほか、公 園 の

風 致 を害 し、用途外 に公 園 を使 用 し、又
は公 園 の 管 理 上支 障 が あ る と認 め られ
る行 為 をす る こ と。

(略 )

(駐 車場 の設置 )

公園 内に設置す る駐車場 は、次

３

４

　

　

５

６

７

(駐 車場 の使 用 時 間 )

第 14条 の 3 駐 車場 の使 用 時 間 は、規則 で定
め る。

(駐 車場 の使用 )

第 14条 の 4
者 は、小菅

駐 車 場 を使 用 す る こ とが で き る

東 ス ポー ツ公 園 を利 用 す る者 及
び区長が適当と認める者 とする。

型 車場 に駐車 させることができる自動車
生二並五量生皇工法 施行規則 (昭 和 26年 運

規則 で定める大 き さを

る と認 めるときは この 限 りで な
い 。



(駐 車の拒否 )

第14条 の 5 次の各号のいずれかに該 当す る

(1)駐 車場 の構造上駐車 させ ることがで
きない もの

は 引火性 の物 品を積載 して
い るもの

(3)前 2号 に掲 げ る ものの ほか 、 区長 が
駐 車場 の管理 上支 障 が あ る と認 め る 1、

の

(禁 止行為 )

第 14条 の 6 駐 車場 を使用す る者 は、駐車場

の の ほ か
こ と又 はそ のお

分 ま で ご とに 100円 とす る ^


